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１.目的 

本仕様書は、東日本高速道路株式会社（以下「発注者」という。）が使用する灯油の購入

に関し必要な事項を定め、契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 

 

２.購入件名及び購入内容 

件  名）令和６年度 鶴岡管理事務所管内灯油購入単価契約 

   購入内容） 

購入品名 予定数量※ 

灯油（ＪＩＳ１号） ２７８，０００（リットル） 

   ※予定数量は購入数量を保証するものではない。 

 

３. 納入指示 

   納入指示は、発注者の指示によるものとし、それに従い迅速かつ確実に納入しなければ

ならない。納入後は遅滞なく納品書（様式問わず）を提出するものとする。 

受注者は、前記の納入依頼があった場合は、原則として依頼日を含み翌日までに納入す

るものとする。ただし、発注者からの事前の承諾があればこの限りではない。 

   納入にあたっては、作業実施中といえども他の車両の通行等を妨害するような行為を  

行ってはならない。 

 

４.納入期間 

   納入期間は、契約締結の翌日から令和８年４月３０日までとする。 

 

５.納入場所 

  鶴岡管理事務所・鶴岡料金所 

    山形県鶴岡市小淀川字谷地田９０番（鶴岡ＩＣ内） 

  湯殿山料金所 

    山形県鶴岡市田麦俣字鶴ノ里１０６－１（湯殿山ＩＣ内） 

酒田料金所 

    山形県酒田市広野字堰西１１５番地（酒田ＩＣ内） 

 

６.代金の支払い 

   受注者は、購入契約書（単価契約）第１２条の規程に基づき代金の支払いの請求を行う

場合は、消費税及び地方消費税相当額を加算し請求するものとする（１円未満の端数があ

る場合は、その端数金額を四捨五入する。）。なお、代金の支払い請求を行う場合は、「灯油

納入実績報告書（令和○年○月分）」（様式１）を発注者に提出しなければならない。 

 

 



７.運送費用について 

   灯油の納入に係る運送費については、契約単価に含むものとする。ただし、高速道路を

利用する場合については、別途、高速道路通行料金を請求できるものとし、代金の請求時 

に領収書（正）を添付するものとする。 

 

８.守秘義務について 

   受注者及び受注者は、本業務の遂行上知り得た秘密情報及び個人情報を他に開示し、ま

たは漏えいしてはならない。ただし、次の各号に該当するものは、この限りではない。 

  （１）この契約への違反によらずに公知であるか、または入手後公知となった情報 

  （２）相手方より受領する以前から当事者が知っていた情報 

  （３）本業務と無関係に、当事者が開発した情報 

  （４）相手方の書面による同意を事前に得て開示された情報 

  （５）法的手続き、あるいは公認会計士による監査等により当事業者が開示を求められる

情報 

 

９.その他 

   本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、その都度協議するものとする。 

  



様式１ 

 

令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日 

 

東日本高速道路株式会社 

東北支社鶴岡管理事務所 

所 長  横田 武 殿 

 

住 所               

会社名               

代表者               

 

 

灯油納入実績報告書（令和 ○ 年 ○ 月分） 

 

 

U（件名）令和６年度 鶴岡管理事務所管内灯油購入単価契約 U 

 

 

令和 ○ 年 ○ 月分の納入実績を、別紙「灯油納入実績一覧表」のとおり報告いたします。 

 

 

 

以  上 

 

 

 

 

 

  



別  紙 

灯油納入実績一覧表（令和 ○ 年 ○ 月分） 

                                      単位 ㍑ 

納入日 湯殿山ＩＣ 鶴岡ＩＣ 鶴岡ＩＣ車庫 

（ポリタンク） 

酒田ＩＣ 計 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

合 計      

 


